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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一方の移動によって相対距離が変化する第一の部材と第二の部材とからなる
可動部を少なくとも一組有する遊技機に用いられ、
　前記第一の部材あるいは第二の部材のどちらか一方の部材に設けられる呼出波を受信す
ると記憶している固有の識別情報を含む反射波を出力するＩＣタグと、
　他方の部材に設けられ、前記ＩＣタグに対して呼出波を送信し、前記ＩＣタグからの反
射波を受信するアンテナと、
　前記ＩＣタグとアンテナとの間における非接触通信により前記可動部の監視を行う監視
手段と、前記ＩＣタグに記憶されている固有の識別情報及び監視手段による監視結果を含
む監視履歴情報を記憶する記憶手段とを備えた監視制御装置と、
からなる監視システムであって、
　前記ＩＣタグ或いは前記アンテナの少なくとも一方を、枠体と各枠体間を接続する接続
部とからなる分断部が多段に積み重ねられた補助具に設置しており、該補助具から任意の
数の分断部を分断させることにより、前記ＩＣタグと前記アンテナとの間の距離を調節可
能としたことを特徴とする監視システム。
【請求項２】
　前記補助具が、各分断部同士を着脱自在とした組み立て式の補助具であるとともに、前
記接続部の長さが異なる複数種類の分断部を多段に積み重ねてなることを特徴とする請求
項１に記載の監視システム。
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【請求項３】
　前記補助具は、設置されたＩＣタグ或いはアンテナの抜け止めを防止する抜け止め防止
手段を備えたものであることを特徴とする請求項１または２に記載の監視システム。
【請求項４】
　前記監視制御装置は、タイマを備えているとともに、
　前記監視手段において、前記アンテナを介して呼出波を送信してから所定時間内に前記
ＩＣタグからの反射波を受信し、且つ受信した反射波に含まれる識別情報が前記記憶手段
に予め記憶されているもの識別情報と一致した場合のみを正常と判断し、それ以外の場合
を異常と判断し、異常と判断した場合には前記監視履歴情報を異常と判断した時刻に関連
づけて記憶することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の監視システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機、スロットマシーン等の遊技機を監視可能な監視システムに関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、例えば、機枠、遊技枠及び前面枠等を備えたパチンコ機等においては、特定
の遊技者が不正に利益を得ようとするために、遊技枠や前面枠等を不正に開放したり、遊
技内容を制御するＬＳＩやＲＯＭ等が交換するといった不正行為が後を絶たない。そこで
、そのような不正行為を防止するために、特許文献１に開示されているような遊技用装置
が考案されている。
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－２８８２１８号公報
【０００４】
　特許文献１に開示されている遊技用装置は、ＬＳＩやＲＯＭ等が収納された制御装置の
収納ケースの表面に、固有の識別情報を記憶したＩＣタグを貼着するとともに、ＩＤ読取
装置を各遊技機が配設された遊技機設置島に設置し、ＩＣタグとＩＤ読取装置との間でＲ
ＦＩＤ通信を行うことによって、ＩＣタグの識別情報を一定の周期毎に読み取り、その識
別情報を外部の集中管理手段へと送信し、集中管理手段にて送信されてきた識別情報が正
しいか否かを確認するようにしたものである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示されているようなＩＤ読取装置を別個に設ける構成を
、遊技枠や前面枠等の不正開放を検知するために適用するとなると、ＩＤ読取装置の設置
場所の確保が困難である等の様々な問題点を有することになる。
　そこで、遊技枠や前面枠等の不正開放を検知可能とすべく、ＩＣタグと対峙する位置に
ＩＣタグとの間でＲＦＩＤ通信可能なアンテナを取り付けたものも考案されている。しか
しながら、ＩＣタグとアンテナとの間で無線通信を行う場合、遊技機の形状（各部材の凹
凸等）により、ＩＣタグとアンテナとを取り付け可能な位置（無線通信可能となる位置）
がある程度決まってしまう。したがって、不正行為に対してより効果的な取付位置や、配
線の都合や他の部材との兼ね合い等を考慮した場合により適切となる取付位置が他にある
にもかかわらず、無線通信可能となる位置が他にないという理由だけで、ＩＣタグとアン
テナとをあまりメリットのない位置に取り付けなければならないといった問題があった。
更に、遊技機の形状（各部材の凹凸等）はメーカーによって多種多様であり、ＩＣタグと
アンテナとを後付けする場合等には、上記問題がより顕著となり、場合によってはＩＣタ
グとアンテナとを設置できないこともあった。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記従来の遊技機が有する問題点を解消し、遊技機の形状にとらわ
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れることなくＩＣタグとアンテナとを任意の位置に取り付けることが可能であるとともに
、従来の遊技機にも容易に取り付け可能な監視システムを提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、少なくとも一方の移動によって
相対距離が変化する第一の部材と第二の部材とからなる可動部を少なくとも一組有する遊
技機に用いられ、前記第一の部材あるいは第二の部材のどちらか一方の部材に設けられる
呼出波を受信すると記憶している固有の識別情報を含む反射波を出力するＩＣタグと、他
方の部材に設けられ、前記ＩＣタグに対して呼出波を送信し、前記ＩＣタグからの反射波
を受信するアンテナと、前記ＩＣタグとアンテナとの間における非接触通信により前記可
動部の監視を行う監視手段と、前記ＩＣタグに記憶されている固有の識別情報及び監視手
段による監視結果を含む監視履歴情報を記憶する記憶手段とを備えた監視制御装置と、
からなる監視システムであって、前記ＩＣタグ或いは前記アンテナの少なくとも一方を、
枠体と各枠体間を接続する接続部とからなる分断部が多段に積み重ねられた補助具に設置
しており、該補助具から任意の数の分断部を分断させることにより、前記ＩＣタグと前記
アンテナとの間の距離を調節可能としたことを特徴とするものである。
　請求項２に記載の発明は、前記補助具が、各分断部同士を着脱自在とした組み立て式の
補助具であるとともに、前記接続部の長さが異なる複数種類の分断部を多段に積み重ねて
なることを特徴とするものである。
　請求項３に記載の発明は、作業効率の向上をはかるべく、前記補助具は、設置されたＩ
Ｃタグ或いはアンテナの抜け止めを防止する抜け止め防止手段を備えたものであることを
特徴とするものである。
　請求項４に記載の発明は、より精度の高い監視を行うことが可能な監視システムとする
ために、前記監視制御装置は、タイマを備えているとともに、前記監視手段において、前
記アンテナを介して呼出波を送信してから所定時間内に前記ＩＣタグからの反射波を受信
し、且つ受信した反射波に含まれる識別情報が前記記憶手段に予め記憶されているもの識
別情報と一致した場合のみを正常と判断し、それ以外の場合を異常と判断し、異常と判断
した場合には前記監視履歴情報を異常と判断した時刻に関連づけて記憶することを特徴と
するものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る監視システムによれば、従来のようにＩＣタグ及びアンテナをどちらも遊
技機本体に直接固着する構成では非接触通信不可能な位置（たとえば、距離が離れすぎて
いるような位置）であっても、補助具を利用することにより非接触通信可能とし得るため
、設置される遊技機の形状にとらわれることなく任意の位置にて非接触通信を行うことが
できる。つまり、従来より遊技場ホール等で使用されている様々なタイプの遊技機に設置
することができる。
　さらに、、補助具を、枠体と各枠体間を接続する接続部とからなる分断部を多段に積み
重ねることにより形成したため、所定の数の分断部を分断させることにより、容易にその
高さを調節することができる。つまり、アンテナとＩＣタグとの間の距離を非接触通信可
能な所定の距離に容易に調節することができる。
　また、請求項２に記載の発明によれば、補助具が、各分断部同士を着脱自在とした組み
立て式の補助具であるとともに、接続部の長さが異なる複数種類の分断部を多段に積み重
ねてなるため、アンテナとＩＣタグとの間の距離を微調整することができる。
　さらに、請求項３に記載の発明によれば、補助具には設置されたアンテナ或いはＩＣタ
グの抜け止めを防止するための抜け止め防止手段が設けられているため、補助具を遊技機
等に設置する際等にアンテナ或いはＩＣタグが抜け落ちてしまうことがなく、非常に作業
性に優れた監視システムとなっている。
　さらにまた、請求項４に記載の発明によれば、ＩＣタグとアンテナとの間で行う非接触
通信において、アンテナを介して呼出波を送信してから所定時間内にＩＣタグからの反射
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波を受信し、且つ受信した反射波に含まれる識別情報が記憶手段に予め記憶されているも
の識別情報と一致した場合のみを正常と判断し、それ以外の場合を異常と判断している。
そのため、たとえば不正開放や不正交換といった行為を確実に検知することが可能となっ
ている。加えて、監視制御装置は、時刻を計時するためのタイマを備えており、異常と判
断した場合に、監視履歴情報を異常と判断した時刻に関連づけて記憶するため、上述した
ような不正行為をリアルタイムで検知することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明に係る遊技機の一実施形態であるパチンコ機について、図面に基づき、次
の目次の順序にしたがって、詳細に説明する。
（１）実施例の監視システム及びパチンコ機の概要
（２）実施例の監視システム及びパチンコ機の構造
（３）実施例の監視システム及びパチンコ機の動作内容
（４）実施例の監視システム及びパチンコ機の効果
（５）本発明の変更例の説明
【００１０】
（１）実施例の監視システム及びパチンコ機の概要
　本実施例に係るパチンコ機は、パチンコ機本体を支持する機枠（可動部）に、ミドル枠
（可動部）が着脱自在に取り付けられているとともに、そのミドル枠に、ガラス板等が設
置された前面枠（可動部）、供給皿、貯留皿等が着脱自在に取り付けられているものであ
る。以下、ミドル枠及びミドル枠に取り付けられている前面枠等を合わせて遊技枠（可動
部）とする。
　また、遊技枠の背面側は機構板が取り付けられた状態となっており、該機構板に、遊技
内容に関する動作を制御するためのメイン制御基板を収納したメイン基板収納ケース（可
動部）、パチンコ機の監視動作を制御するとともに監視履歴情報を記憶する監視制御装置
、及び遊技球払出装置等が設置されている。
【００１１】
　さらに、機枠に対する遊技枠の開閉状況を監視するために、機枠にはＲＦＩＤ（Radio
　Frequency　identification）通信（非接触通信）可能で固有の識別情報を記憶した機
枠タグ（ＩＣタグ）が取り付けられている一方、遊技枠側には機枠タグとＲＦＩＤ通信可
能な機枠アンテナ（アンテナ）が挿入（設置）された階段状のアンテナ台（補助具）が設
置されている。そして、機枠タグと機枠アンテナとの間においてＲＦＩＤ通信を行い、そ
の通信の可否によって、遊技枠の開閉状況を監視するようになっている。この機枠タグと
機枠アンテナとの間で行われるＲＦＩＤ通信は常時（２４時間）行われており、遊技枠の
開閉状況をリアルタイムで監視している。また、機枠タグに記憶されている固有の識別情
報とは、その名の通りタグ毎に固有な唯一無二のものである。
　さらにまた、機枠アンテナは監視制御装置に接続されている。監視制御装置は、機枠タ
グと機枠アンテナとの間で行われるＲＦＩＤ通信を制御する監視手段、パチンコ機が設置
されたホールで使用される識別情報を記憶した記憶手段、及び時刻を計時するタイマ等を
備えている。なお、識別情報は監視制御装置に予め登録されている。このような監視制御
装置では、機枠タグと機枠アンテナとの間におけるＲＦＩＤ通信を制御するとともに、Ｒ
ＦＩＤ通信の通信状態の監視を行っており、通信不可となった場合等には監視履歴情報と
して通信不可となった時刻等を記憶手段に記憶する。
【００１２】
（２）実施例の監視システム及びパチンコ機の構造
　図１は、実施例のパチンコ機１を正面から見た図であり、図２は、遊技枠６及び前面枠
７を片開きにし、パチンコ機１の遊技枠６の後面を示した説明図である。
　パチンコ機１は、その周囲を機枠５によって支持されたものであって、機枠５の前面に
は、金属板を折り曲げ形成したミドル枠８が、左端縁（前方から見て）を軸として着脱自
在に蝶着されている。そして、ミドル枠８の前面側であってパチンコ機１の中央よりやや
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上側には、略正方形の遊技盤２が設けられているとともに、その遊技盤２を覆うように前
面枠７が左端縁（前方から見て）を軸として着脱自在に蝶着されている。また、前面枠７
の下方には、発射装置４に遊技球を供給するための供給皿１０、及び供給皿１０から溢れ
た遊技球を貯留するための貯留皿１１が設置されている。さらに、供給皿１０と貯留皿１
１との間には、効果音を発生させるためのスピーカ１２が設けられており、貯留皿１１の
右側（前方から見て）には、発射装置４を操作するための発射ハンドル９が取り付けられ
ている。
【００１３】
　また、遊技盤２の前面には、誘導レールによって囲まれた略円形の遊技領域３が設けら
れている。遊技領域３の略中央には、図柄表示装置１３が設けられており、液晶画面１４
に種々の動画やメッセージ等を表示することができるようになっている。さらに、図柄表
示装置１３の下側には図柄始動口１５が設けられており、その図柄始動口１５の下側には
、扉部材（可動部）を開閉させる大入賞装置１６が設けられている。加えて、遊技領域３
には、遊技球の落下に変化をもたせるために多数の障害釘や、風車等の遊技部材、及び遊
技性を向上させるための種々のランプ等が設置されている。
　一方、遊技盤２を覆うように設置される前面枠７は、フレーム１７に２枚のガラス板（
図示せず）が嵌め込まれたものである。フレーム１７の中央には円形の遊技窓１８が穿設
されており、フレーム１７の後側の周縁際には、ガラス板を嵌め込むための２列の嵌合溝
１９、１９が設けられている。そして、遊技領域３の前方を内側のガラス板によって閉塞
することによって偏平な円柱状の遊技空間を形成しており、遊技球が流下可能になってい
る。
　以下、ミドル枠８、及びミドル枠８に取り付けられた遊技盤２や前面枠７等をあわせて
遊技枠６と称す。
【００１４】
　遊技枠６の後面側は、ミドル枠８に機構板２０が設置された状態となっており、機構板
２０には、メイン基板収納ケース２１、後述するリーダ／ライタユニット（以下、Ｒ／Ｗ
ユニットとする）４２等を覆うセンターカバー２３、遊技球タンク２５、及び賞品球や貸
球を払い出すための遊技球払出装置２４等が設置されている。メイン基板収納ケース２１
は左下方（後面側から見て）に設置されており、パチンコ機１の遊技内容に関する動作を
制御するためのメイン制御基板を収納している。ここで、パチンコ機１の遊技内容に関す
る動作とは、遊技球の払い出し動作や、遊技者にとって有利な「大当たり状態」を生起さ
せるか否かの「抽選」等の各種の動作（すなわち、遊技者の利益に直接的に関わる動作）
のことである。
　また、図２に示されているように、遊技球タンク２５の右側（後面側から見て）には、
ＲＦＩＤ通信を行う機枠アンテナ２６を挿入された階段状のアンテナ台２７が、機枠アン
テナ２６を上方へ向けた状態で取り付けられている。一方、機枠５の上面内側であって、
遊技枠６を機枠５に対して閉じた際に、機枠アンテナ２６と対峙する箇所には、機枠アン
テナ２６との間でＲＦＩＤ通信を行う機枠タグ２８が固着されている。
【００１５】
　図３（ａ）～（ｃ）は、それぞれアンテナ台２７の平面図、背面図及び右側面図である
。また、図４（ａ）は該アンテナ台２７を上方側から見た斜視図であり、図４（ｂ）はア
ンテナ台２７を下方側から見た斜視図である。
　アンテナ台２７は、合成樹脂により一体成形されたものであって、略長方形状に形成さ
れた枠体（分断部）２９の四隅に同じ高さの接続部（分断部）３０、３０・・を備えたも
のを、枠体２９が全て水平面に平行となるように多段に積み重ねたような形状となってい
る。尚、枠体２９及び接続部３０は全て一辺約２ｍｍの断面正方形の部材であって、一段
の高さは枠体２９の厚さと接続部３０の長さとを合わせて４ｍｍに形成されている。また
、接続部３０、３０・・は全て、下段の枠体２９上から上方へと突設されている。また、
図３（ａ）に示されているように、上段へといくに従って、枠体２９が一回りずつ小さな
長方形となるように形成されており、アンテナ台２７は階段状となっている。このように
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形成されたアンテナ台２７は、枠体２９を設置面に接地させた状態で取り付けられる。さ
らに、ニッパ等の切断工具を用いれば、枠体２９と接続部３０、３０・・との接続を容易
に切断する（分断する）ことが可能となっており、任意の高さで枠体２９と接続部３０、
３０とを切断することでアンテナ台２７の高さを４ｍｍ単位で調節することができるよう
になっている。尚、本実施例においては５段に形成されたものを用いている。
【００１６】
　一方、アンテナ台２７の最上段には、右端（図３（ａ）において）に切り欠き部３４を
設けられた天板３５と、中央に窓部３７を設けられた裏板３６とが設けられている。また
、裏板３６の窓部３７内であって天板３５の切り欠き部３４と対峙する位置には、先端に
矢尻状の係止爪（抜け止め防止手段）３２を備えた係止片（抜け止め防止手段）３３が突
設されている。該係止片３３も合成樹脂により形成されているため、係止片３３は弾性を
有している。また、天板３５と裏板３６との間は、一端（図３（ａ）において上側）を除
いて閉塞されており、開口側から機枠アンテナ２６を挿入可能な挿入部３１が形成されて
いる。
　そして、挿入部３１に後述する機枠アンテナ２６を挿入したい場合には、係止片３３を
後方（図３（ａ）において紙面から裏面へと向かう方向）へ押し込みながら、機枠アンテ
ナ２６を挿入すればよい。機枠アンテナ２６を完全に挿入すると、係止片３３が元の状態
へと戻り、機枠アンテナ２６は、係止片３３の先端に設けられた係止爪３２によって係止
された状態となる。一方、機枠アンテナ２６を取り出したい場合には、係止爪３２を後方
へと押し込み、機枠アンテナ２６との係合を解除した状態で、挿入部３１の開口側を下に
向けたり、裏板３６の窓部３７から指で機枠アンテナ２６を押し出したりすればよい。
【００１７】
　ここで、このように形成されたアンテナ台２７を所定位置へと設置する場合の設置手順
を説明する。
　まず、遊技枠６を機枠５に対して閉じた際に、機枠５に固着された機枠タグ２８に対し
て機枠アンテナ２６が略対峙した状態となるような位置を特定する。次に機枠アンテナ２
６をアンテナ台２７に挿入させ、特定した位置にアンテナ台２７を設置する。このとき、
機枠タグ２８と機枠アンテナ２６との間の距離がＲＦＩＤ通信可能な所定の距離となるよ
うにアンテナ台２７の高さ調節が必要な場合には、アンテナ台２７の所定の段の接続部３
０、３０・・をニッパ等の切断工具を用いて枠体２９から切り離すことで、アンテナ台２
７の高さを調節すればよい（図２では、下２段を切断したものを設置している）。
【００１８】
　図５は、アンテナ台２７に挿入される機枠アンテナ２６を正面から見た図であり、図６
は、該機枠アンテナ２６をアンテナ台２７に挿入した状態を示す説明図である。
　機枠アンテナ２６は、上述したように機枠タグ２８との間でＲＦＩＤ通信を行うもので
あり、基板３８の表面に送受信回路３９を渦巻き状に形成したものを、合成樹脂等により
コーティングしたものである。そして、送受信回路３９の両端縁の端子４０、４０に同軸
ケーブル４１が接続されている。
　この機枠アンテナ２６は、上述したようにアンテナ台２７に挿入されるものであり、図
６に示されているように同軸ケーブル４１が接続されている面がアンテナ台２７の下段側
となるように挿入されている。そして、同軸ケーブル４１は、裏板３６に設けられた窓部
３７を挿通させて、Ｒ／Ｗユニット４２へと接続されており、Ｒ／Ｗユニット４２からの
指令によって、送受信回路３９から所定の周波数の呼出波を送信可能となっている。
【００１９】
　図７は、機枠アンテナ２６とＲＦＩＤ通信可能な機枠タグ２８の外観を示した説明図で
あり、図８は機枠タグ２８の制御機構を示したブロック図である。
　機枠タグ２８は、合成樹脂で形成された薄い長方形状のプリント基板４３上に、ＲＦ回
路４４とＥＥＰＲＯＭ４５とを一体にしたＩＣチップ４６、及び渦巻き状に形成された送
受信回路４７を設けたものであり、ＲＦ回路４４にＥＥＰＲＯＭ４５と送受信回路４７と
が接続された状態となっている。そして、ＥＥＰＲＯＭ４５の上書消去禁止区域には、機
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枠タグ２８を他のＩＣタグと識別するためのＩＤコード等の識別情報が記憶されている。
そして、このように形成された機枠タグ２８は、上述したように機枠５の上面裏側に強固
に固着されている。
【００２０】
　かかる機枠タグ２８と機枠アンテナ２６との間では、所定の周波数（ここでは、１３．
５６ＭＨｚ）を利用して、ＲＦＩＤ通信を行うことが可能となっている。機枠タグ２８は
、機枠アンテナ２６からの呼出波を受信すると、ＥＥＰＲＯＭ４５に予め記憶されている
識別情報を反射波にのせて、所定の通信範囲（約５ｍｍ）内に出力（返信）する。なお、
機枠タグ２８からの反射波の返信は、ＥＥＰＲＯＭ４５から予め登録されている識別情報
を読み出し、その識別情報を反射波にのせてＲＦ回路４４から送信することによって行わ
れる。また、機枠タグ２８は、機枠アンテナ２６からの呼出波を送受信回路４７で受信す
ると、呼出波に含まれた搬送波成分をＲＦ回路４４で整流することによって直流電圧を得
ることができる。したがって、機枠タグ２８は、外部からの電源供給を受けることがなく
とも、呼出波を受信すればいつでも反射波を返信することができる。また、呼出波にのせ
て送信されてきた特定のデータ（後述する監視履歴情報等）をＥＥＰＲＯＭ４５に記憶す
ることも可能である。さらに、機枠タグ２８は、ＲＦＩＤ通信においてその送受信方向に
指向性を有しており、左右上下のいずれの方向に対しても、前面の垂線に対して±１０°
の範囲内においてのみ送受信することができるように設定されている。したがって、機枠
タグ２８と機枠アンテナ２６とが５ｍ以上離れるほど又は±１０°以上ずれるほど、機枠
５に対して遊技枠６を開放すると、機枠タグ２８と機枠アンテナ２６との間で行われるＲ
ＦＩＤ通信は通信不可能な状態となる。
【００２１】
　一方、遊技枠６の機構板２０には、上述したようにメイン制御基板を収納したメイン基
板収納ケース２１等が設置されているとともに、Ｒ／Ｗユニット４２がセンターカバー２
３に覆われた状態で搭載されている。なお、メイン基板収納ケース２１には、パチンコ機
１の動作内容を制御するためのＬＳＩ等の各種の制御素子を搭載したメイン制御基板が収
納されている。また、センターカバー２３の内部には、パチンコ機１の前面に設置されて
いる各種ランプの発光を制御するための発光制御基板や、図柄表示装置１３における図柄
の表示内容を制御するための図柄制御基板等が設けられている。更に、センターカバー２
３の内部には、機枠５に対する遊技枠６の開閉を監視するためのＲ／Ｗユニット４２が搭
載されている。
【００２２】
　図９は、Ｒ／Ｗユニット４２の制御機構を示したブロック図である。Ｒ／Ｗユニット４
２は、ＣＰＵ（監視手段）６６、ＲＡＭ６７、ＲＯＭ６８、ＥＥＰＲＯＭ（記憶手段）６
９、タイマ７０、機枠アンテナと機枠タグとの間でＲＦＩＤ通信を行うためのＲＦ回路７
１等を有している。また、ＣＰＵ６６は、Ｉ／Ｏインタフェイス７２を介して、外部の装
置等へ信号を出力する際の出力ポートであるＬＡＮユニット７３等とも接続されている。
さらに、ＬＡＮユニット７３は、外部情報端末（パソコン等）と接続されている。加えて
、ＲＦ回路７１は、同軸ケーブル４１を介して機枠アンテナ２６と接続されている。なお
、Ｒ／Ｗユニット４２は、パチンコ機１が設置されている島設備から２４時間（常時）電
源供給されるようになっている。また、ＥＥＰＲＯＭ６９には、機枠タグに記憶されてい
る識別情報と同じものが予め登録されている。
【００２３】
　このように構成されたＲ／Ｗユニット４２は、ＲＦ回路７１を介して機枠アンテナ２６
と機枠タグ２８との間で常時（２４時間）ＲＦＩＤ通信を行っており、機枠タグ２８から
の反射波を受信すると、再度呼出信号を発信するという監視動作を、短時間（約数十ｍｓ
）の周期で繰り返し実行している。そして、上記のような監視動作において、例えば反射
波を受信しなくなった場合等の異常な状態を検知した場合には、異常な状態と判断し、監
視履歴情報として異常な状態を検知した時刻等をＥＥＰＲＯＭ６９に記憶（監視履歴情報
を時刻に関連づけて記憶）するようになっている。
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【００２４】
（３）実施例の監視システム及びパチンコ機の動作内容
　パチンコ機１は、メイン制御基板のＬＳＩに記憶されたプログラムにしたがって、主た
る遊技動作を実行する。そして、発射ハンドル９の回転操作によって遊技領域３に打ち出
された遊技球が、各種の入賞装置に入賞した場合には、遊技球払出装置２４が所定数の遊
技球を賞品球として供給皿１０に払い出す。また、遊技領域３に打ち出された遊技球が図
柄始動口１５に入賞すると、「抽選」を実行し、「大当たり」を生起させるか否かを決定
する。さらに、「抽選」を実行すると略同時に、図柄表示装置１３の液晶画面１４に表示
された図柄を変動させ（他の図柄と順々に入れ替わる動画を表示し）、所定時間後に停止
させて新たな図柄を表示する。さらに、「抽選」において「大当たり」が生起した場合に
は、図柄の変動後に、予め設定された「大当たり図柄」を表示するとともに、「大当たり
状態」を生起させて、大入賞装置１６の扉部材を所定回数だけ断続的に開放させる。なお
、大入賞装置１６の扉部材は、「大当たり状態」生起時以外では開放しないようになって
いる。また、扉部材の内部の大入賞口に遊技球が入賞した場合にも、所定数の遊技球を賞
品球として供給皿１０に払い出す。したがって、「大当たり状態」が生起した場合には、
扉部材が断続的に開成するため、遊技者は多くの賞品球を獲得することが可能となる。
【００２５】
　一方、パチンコ機１は、遊技枠６の不正開放等の行為を監視すべく、Ｒ／Ｗユニット４
２の制御により機枠タグ２８と機枠アンテナ２６との間でＲＦＩＤ通信を行っている。図
１０はパチンコ機１の監視動作を示すフローチャート図である。以下、図１０にしたがっ
て、パチンコ機１の監視動作を説明する。
　Ｓ１において、Ｒ／Ｗユニット４２のＲＦ回路７１が、機枠アンテナ２６を介して機枠
タグ２８へと所定の周波数の呼出波を送信している。機枠タグ２８は、機枠アンテナ２６
から送信された呼出波をＲＦ回路４４にて受信すると、直ちにＥＥＰＲＯＭ４５に記憶さ
れている識別情報を呼び出し、その識別情報を反射波にのせて送信する。Ｒ／Ｗユニット
４２は、機枠アンテナ２６の送受信回路３９にて機枠タグ２８より送信された反射波を受
信する。その際、Ｓ２において、呼出波を機枠タグ２８へと送信してから所定時間内（た
とえば５０ｍｓ以内）に、機枠タグ２８からの反射波を受信したか否かが判定（監視手段
により監視）される。Ｓ２における判定の結果、所定時間内に受信したと判定された場合
には、正常な状態であると判断され、Ｓ３へと進む。
【００２６】
　Ｓ３において、Ｒ／Ｗユニット４２では、受信した機枠タグ２８からの反射波に含まれ
る識別情報と、予めＲ／Ｗユニット４２のＥＥＰＲＯＭ６９に登録されている識別情報が
一致するか否か（つまり、識別情報が正しいか否か）を判定（監視手段による監視）する
。判定の結果、識別情報が一致する場合には、正常な状態であると判断され、Ｓ１へと戻
り、再度直ちに機枠アンテナ２６を介して呼出波を送信する。
【００２７】
　一方、Ｓ２の判定で所定時間内に反射波を受信できなかったと判定された場合及びＳ３
の判定で受信した識別情報が登録されているものと異なっていた場合には、異常な状態で
あると判断される。そして、Ｓ４へと進み、異常な状態であると判断された時刻をタイマ
７０に基づいて監視履歴情報としてＲ／Ｗユニット４２のＥＥＰＲＯＭ６９に記憶し、パ
ソコン等の外部情報端末にて異常な状態が検知された旨を報知する。その後、またＳ１へ
と戻り再度呼出波を送信する。
　以上のような態様で、パチンコ機１の監視動作は行われる。
【００２８】
（４）実施例の監視システム及びパチンコ機の効果
　アンテナ台２７は、上記の如く、上段へいくに従って徐々に小さな長方形状となる枠体
２９と、枠体上に設けられた接続部３０、３０・・とからなる階段状に形成したため、所
定の段において枠体２９と接続部３０、３０・・とを切り離すことにより容易にその高さ
を調節することが可能である。したがって、挿入された機枠アンテナ２６と、機枠に固着
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されている機枠タグ２８との間の距離をＲＦＩＤ通信可能な所定の距離に容易に調節する
ことができる。
　また、従来のように機枠アンテナ２６及び機枠タグ２８どちらもパチンコ機１に直接固
着する構成ではＲＦＩＤ通信不可能な位置であっても、アンテナ台２７を利用することに
よりＲＦＩＤ通信可能とし得るため、パチンコ機１の形状にとらわれることなく任意の位
置に機枠タグ２８や機枠アンテナ２６を設置することができる。つまり、従来より遊技場
ホール等で使用されている様々なタイプのパチンコ機に設置可能である。
【００２９】
　さらに、アンテナ台２７は合成樹脂製であるため、ニッパ等の切断工具を用いれば容易
に切断することができる。また、機枠タグ２８と機枠アンテナ２６との間におけるＲＦＩ
Ｄ通信を妨害することもない。加えて、アンテナ台２７は枠体２９を当接させた状態で設
置されるため、非常に安定性がよい。
　さらにまた、アンテナ台２７は、機枠アンテナ２６を挿入部３１に容易に挿入可能に構
成されている上、機枠アンテナ２６に取り付けられる同軸ケーブル４１を窓部３７から外
へと導くようにしている。加えて、係止片３３に設けられた係止爪３２により、機枠アン
テナ２６の挿入部３１からの不用意な抜け止めを防止している。したがって、アンテナ台
２７を設置している際等に機枠アンテナ２６が抜け落ちることはなく、非常に作業性に優
れたものとなっている。
【００３０】
　一方、パチンコ機１は、Ｒ／Ｗユニット４２の制御により、機枠アンテナ２６を介して
機枠タグ２８との間で上述したようなＲＦＩＤ通信を行っている。もし、遊技枠６が不正
に開放された場合には、機枠タグ２８からの反射波を所定時間内に受信できなくなるため
、Ｒ／Ｗユニット４２は異常な状態であると判断し、反射波を受信できなくなった時刻を
ＥＥＰＲＯＭ６９に記憶する。したがって、不正行為が行われている事態を直ちに（リア
ルタイム）で検知することが可能であるため、遊技枠の不正開放を早期発見することがで
き、さらには、パチンコ機１に対する不正行為の防止へとつながることにもなる。
【００３１】
　また、機枠タグ２８からの反射波に含まれる識別情報が、Ｒ／Ｗユニット４２に予め登
録されているものと異なっている場合にも、Ｒ／Ｗユニット４２は異常であると判断し、
その反射波を受信した時刻をＥＥＰＲＯＭ６９に記憶する。したがって、機枠タグ２８や
Ｒ／Ｗユニット４２の不正交換といった事態にも効果的に対応することが可能である。
　さらに、Ｒ／Ｗユニット４２は島設備より常時電源供給を受けているため、たとえパチ
ンコ機１の電源が落とされている夜間等であったとしても、不正行為を検知することがで
きる。
【００３２】
　加えて、Ｒ／Ｗユニット４２、機枠アンテナ２６、アンテナ台２７及び機枠タグ２８は
、従来より遊技場ホール等にて使用されているパチンコ機１に搭載可能であり、また搭載
するだけで監視を行うことができる構成となっているため、該監視システムを備えた遊技
機の生産性を非常に高めることができる。
【００３３】
（５）本発明の変更例の説明
　本発明の監視システム及び遊技機は、上記実施形態の態様に何ら限定されるものではな
く、メイン制御基板、メイン基板収納ケース、監視制御装置、ＩＣタグ、アンテナ、アン
テナ台の材料、形状、構造等の構成を本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で適宜変更するこ
とができる。
【００３４】
　たとえば、上記実施形態では、ＩＣタグとアンテナとにより機枠に対する遊技枠の開閉
状態を監視する構成としたがそれに限定されることはなく、例えばメイン基板収納ケース
を前ケースと後ケースとからなる分割式のメイン基板収納ケースとし、該メイン基板収納
ケースをタグとアンテナとにより監視するようにしてもよい。また、遊技枠に対する前面
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枠の開閉状態を監視するものとしてもよいし、大入賞装置における扉部材の開閉状態、貯
留皿や供給皿等の開閉状態を監視するものとしても何ら問題はない。大入賞装置の扉部材
の開閉状態を監視するようにすることで、ピアノ線等を用いて遊技中に不正に扉部材を開
放させるような不正行為を瞬時に発見することができ、不正を未然に防止することができ
るようになる。さらに、遊技機において一箇所のみを監視するものとしてもよいし、複数
箇所で監視を行うようにすることは当然可能である。
　また、複数箇所において監視を行う構成としたとしても、その複数箇所における監視を
一つのＲ／Ｗユニットで制御可能に構成することは当然可能である。
【００３５】
　さらに、メイン基板収納ケースを分割式のものとする場合には、シンプルな係合機構（
たとえば先端が矢尻状に形成された係止片と係合孔とによる機構）のみを設けたものに限
定されず、片方のケースの端縁に、ワンウェイタイプのネジを保持した切断可能な複数の
ネジ保持部を設ける（たとえば、小径の連結体を介して片方のケースの本体にネジ保持部
が繋がった形状となるように、片方のケース、連結体、ネジ保持部を合成樹脂によって一
体的に成形する）とともに、他方のケースの端縁に、ネジ保持部に保持されたネジを螺着
させるネジ孔を形成したもの等に変更することも可能である。かかる構成を採用した場合
には、メイン基板収納ケースが不正に開放されると、メイン基板収納ケースに不正に開放
された痕跡が残り、目視によってもその事態を速やかに把握することができるため、メイ
ン基板収納ケースの不正開放が一層困難なものとなる、というメリットがある。
【００３６】
　さらにまた、上記実施形態では、機枠に対する遊技枠の開閉状態を監視するために、機
枠の上面裏側にＩＣタグを、遊技枠の遊技球タンクの隣にアンテナ台及びアンテナを設置
するものとしたが、ＩＣタグ及びアンテナ等の設置位置はそれに限定されることはない。
たとえば、遊技枠の開放側端面の側面にアンテナ台及びアンテナを、機枠の開放側端面内
側にタグをそれぞれ設置したとしても何ら問題はない。
　加えて、実施形態では、アンテナ台にアンテナを挿入する構成としたが、ＩＣタグをア
ンテナ台のようなＩＣタグ台に挿入してアンテナとタグとの距離を調節するようにしても
よいし、両者を台にそれぞれ挿入して調節するように構成したとしても何ら問題はない。
【００３７】
　また、アンテナ台の形状及び構成も、実施形態のものに限定されることは当然ない。た
とえば、実施形態では階段状に一体形成されたものとしているが、図１１に示されている
ようなものとすることもできる。図１１に示されているアンテナ台８０は、階段状のよう
に上段へいくに従って徐々に枠体８１が小さくなることはなく、同じ大きさの枠体８１が
積み重ねられたものである。また、一体形成されておらず、枠体８１の上面に接続部８２
、８２・・が突設されたものを一つのユニットとしており、一方のユニットの各接続部８
２を他方のユニットの枠体８１に形成された各凹部８３に嵌合させて組み立てるようにな
っている。このような組み立て式のアンテナ台とすることにより、高さ調節の際に切断工
具を利用する必要はなく、より作業性の高いものとすることができる。勿論、階段状のア
ンテナ台をユニットを用いた組み立て式のものとすることは当然可能である。
【００３８】
　他にも、アンテナ台を、下面が粘着性を有したシールを複数枚貼り合わせることによっ
て形成し、任意の枚数のシールをはがすことで高さを調節するようなものとしてもよいし
、枠体を長方形状でなく円形のものとしても何ら問題はない。
　加えて、実施形態では一段の高さを４ｍｍとしたが、一段の高さは４ｍｍに限定される
ことはなく、５ｍｍ以上でもよいし、３ｍｍ以下でも何ら問題はない。さらに、上段へい
くに従って接続部の長さを徐々に長くすることにより、一段の高さを徐々に高くする（例
えば、最下段では２ｍｍであるのが、最上段では８ｍｍとなっている等）ことも可能であ
るし、逆に上段へいくに従って一段の高さを徐々に低くしてもよい。さらにまた、上述し
たような組み立て式のものにおいて、接続部の長さの異なるユニットを組み合わせること
により、より微調整可能なアンテナ台とすることもできる。
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【００３９】
　また、監視動作に利用するＩＣタグやアンテナを遊技枠及び機枠等に固着する方法は、
接着剤による接着であってもよいし、ＩＣタグやアンテナを構成する樹脂を遊技枠や機枠
に融着させる方法や、ＩＣタグやアンテナを遊技枠や機枠に一体的に成形する方法等の別
の取付方法に変更することも可能である。なお、シート状のＩＣタグやアンテナを、裏面
に粘着剤を塗布したシールとするとともに、粘着剤層の表面に剥離紙を貼着しておき、設
置する際に剥離紙を剥離して貼着するようにすれば、ＩＣタグやアンテナの設置が非常に
容易になる、というメリットがある。
【００４０】
　さらに、上述したような、ＩＣタグ及びアンテナをシールとする場合には、それらが剥
離された場合に機能を果たさなくなるようにする（いわゆる、自己破壊タイプのものとす
る）ことも可能である。そのように構成した場合には、遊技機が奏する遊技枠や前面枠等
の不正開放防止機能をより精度の高いものとすることが可能となる。なお、タグやアンテ
ナを自己破壊タイプのものとする方法としては、タグやアンテナをフレキシブルプリント
基板により形成したものとし、該基板の表面に積層する粘着剤層中に送受信回路を形成す
る方法や、剥離によって所定量以上の応力が加わると短絡するような回路をタグやアンテ
ナに設ける（内蔵させる）方法等を採用することができる。
【００４１】
　さらにまた、ＩＣタグは、他のＩＣタグと識別するためのＩＤコードのみならずメーカ
ーＩＤやホールＩＤ等の識別情報をも記憶させたものに変更することも可能である。さら
に、ＩＣタグは、ＲＦＩＤ通信を利用して識別情報を送信するものに限定されず、赤外線
通信を利用して識別情報を送信するもの等に変更することも可能である。さらに、本発明
の遊技機は、パチンコ機に限定されず、スロットマシーンやテレビゲーム等のパチンコ機
以外の遊技機に変更することも可能である。
【００４２】
　加えて、上記実施形態では、監視履歴情報を、可動部におけるＲＦＩＤ通信が不可とな
った時刻に関連づけたものとしているが、ＲＦＩＤ通信が正常に行われるようになった時
刻やＲＦＩＤ通信が異常であった時間等に関連づけたものとしてもよい。そうすることで
、たとえ不正行為が行われた後に正常な状態に復帰した場合等に、より詳しい監視履歴情
報を得ることができる。さらに、後に監視履歴情報を参照した場合に、所定時間内に反射
波を受信できなかったのか或いは受信した識別情報が異なっていたのかを区別することが
できるような監視履歴情報とすることも可能である。
【００４３】
　また、Ｒ／Ｗユニットは、テンキー等の入力手段が設けられており、所定の入力をする
ことによって、Ｒ／ＷユニットのＥＥＰＲＯＭに記憶されている識別情報を、タグの交換
等に伴い適宜書換変更可能な構成にしてもよい。なお、Ｒ／Ｗユニットを、上記実施形態
の如く、ごく短期間の周期で定期的な監視を行うものとした場合には、不正行為が行われ
た事態をリアルタイムで把握することができる、というメリットがある。また、Ｒ／Ｗユ
ニットは、異常を検知した旨を不揮発性の記憶手段であるＥＥＰＲＯＭに記憶するものに
限定されず、通常のＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードディスク、光メディア等の記憶手段に記憶す
るもの等でもよい。さらに、Ｒ／Ｗユニットは、パチンコ機が設置される島設備から電源
供給を受けるものに限定されず、パチンコ機から直接電源供給を受けるもの等でもよい。
加えて、Ｒ／Ｗユニットはパチンコ機とは別体のものであり、パチンコ機に設置される必
要性はなく、パチンコ機の外部に設置してもよい。
【００４４】
　さらに、Ｒ／Ｗユニットは、営業時間中には異常事態の報知のみを行い、パチンコ機が
稼働していない夜間等に監視履歴情報をＥＥＰＲＯＭ等の記憶手段に記憶のみ行うものに
変更することも可能である。なお、外部情報端末では、必要に応じて、監視履歴情報を参
照したり、別の記憶手段に保存したりすることは当然可能である。その際のＲ／Ｗユニッ
トと外部のネットワークとの接続方法は、有線による接続であってもよいし、無線による
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接続でもよい。さらにまた、正常でない事態を報知する場合には、図柄表示装置等に不正
行為が行われている可能性がある旨を表示するようにしてもよいし、不正表示ランプ等を
別途設け、点灯点滅させるようにしてもよい。加えて、不正行為をなされた可能性がある
場合には、効果音により周囲に報知するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】パチンコ機の正面図である。
【図２】パチンコ機の遊技枠の後面を示した説明図である。
【図３】（ａ）はアンテナ台の平面図、（ｂ）はアンテナ台の背面図、（ｃ）はアンテナ
台の右側面図である。
【図４】（ａ）はアンテナ台を上方側から見た斜視図、（ｂ）はアンテナ台を下方側から
見た斜視図である。
【図５】アンテナの正面図である。
【図６】アンテナを挿入されたアンテナ台の説明斜視図である。
【図７】ＩＣタグの正面図である。
【図８】ＩＣタグの制御機構を示すブロック図である。
【図９】Ｒ／Ｗユニットの制御機構を示すブロック図である。
【図１０】監視動作を実行するためのプログラムの一例を示すフローチャートである。
【図１１】アンテナ台の変更例を示す説明斜視図である。
【符号の説明】
【００４６】
　１・・パチンコ機、５・・機枠、６・・遊技枠、２６・・機枠アンテナ、２７・・アン
テナ台、２８・・機枠タグ、２９・・枠体、３０・・接続部、３１・・挿入部、３２・・
係止爪、３３・・係止片、４２・・Ｒ／Ｗユニット、６６・・ＣＰＵ、６９・・ＥＥＰＲ
ＯＭ、７０・・タイマ、７１・・ＲＦ回路。
【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図１１】
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